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足利市では、昭和 60 年に足利市行政改革大綱を策定して以来、第２次（平成

８～10 年度）、第３次（平成 11～13 年度）及び第４次（平成 14～17 年度）の行

政改革大綱を策定し、簡素で効率的な行政システムの確立と市民サービスの向

上を目指して、行政改革に着実に取り組んできました。 

この間、急速な少子高齢化の進行、人口の減少、市民の価値観や生活様式の多

様化、環境に対する関心の高まりなど、社会経済情勢はめまぐるしく変化してお

り、また、国と地方の税財政制度の見直しである「三位
注１

一体の改革」など、国、

地方を取り巻く行財政環境が極めて厳しい状況において、かつてのような右肩上

がりの成長は望めないことから、時代に相応しい行政体制の整備を図り、行政の

迅速かつ的確な対応と財政運営の健全性の確保が求められています。 

平成 12 年４月に地方分権一括法が施行され、地方公共団体の役割が大幅に増

大したことなどにより、地方公共団体は、自らの責任においてこれらの課題に取

り組み、市民ニーズに主体的に対応していくことの必要性がますます増大してい

ます。また、近年は、多くの市民、ＮＰ
注２

Ｏやボランティアなどの市民団体が、公

共の分野においても自発的な活動を広げており、これからは、これらの主体と協

働してまちづくりを行っていくことが求められています。 

このような状況の中で、第６次足利市総合計画を効率的・効果的に達成するた

めに、「地方
注３

公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」（平成 17 年

３月 総務省）を参考にして、市民ニーズを的確に反映し、質の高い行政サー

ビスを提供できるよう、効率的な執行体制を確立するとともに、職員の意識改

革を積極的に進めていくほか、将来にわたり持続可能な財政運営の基盤を構築

することを目指して、ここに『第５次足利市行政改革大綱』を策定いたします。 

本大綱は、足利市行政改革推進委員会からの助言等を十分に踏まえ、本市の実

情と時代に即した行政改革を推進するため、以下１０の主要事項について基本方

針及び改革の方策をまとめたものです。 

これらの実施に際しては、以上の基本的な考え方を根幹に据え、平成 18 年度

から平成 22 年度の５か年にわたる『第５次行政改革』を推進することとし、改

善目標の数値化や具体化により計画の明確化を図り、市民にわかりやすい実施計

画として、より一層積極的に取り組むこととします。

１ 行政改革を進めるための基本的な考え方

注１）三位一体の改革 
補助金削減、税源移譲、地方交付税見直しの三つを有機的に関連付けて一体として改革

することで、国・地方の財政再建と地方分権を進める政策措置。 
注２）ＮＰＯ 

非営利団体（NPO－Nonprofit Organization） 

あらゆる分野の民間の営利を目的としない組織のこと、民間非営利組織ともいう。 
注３）「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」 

地方公共団体において、この指針を参考として、より一層積極的な行政改革の推進に努

めるよう、平成 17 年 3 月 29 日に総務省より発せられた通知。 
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２ 行政改革で取り組むべき主要事項の体系 

①事務事業の改善等、②情報化の推進、③開かれた
市政の推進、④協働のルールづくり、⑤広域行政、
⑥公営企業の健全経営の確保 

①職員採用の多角的な検討、②人事制度の見直し、

③勤務評定制度の継続的な見直し、④職員研修制度

の抜本的な見直し、⑤職員の健康管理 

①組織・機構の簡素・効率化、②新たな行政課題に

即応できる組織・機構、③審議会等の合理化と委員

の選任基準 

①外郭団体の経営改善 

①市税等の徴収率の向上、②未利用地の処分等、③

企業誘致と開発の促進、④市債発行の抑制と市債残

高の削減、⑤各種基金の有効活用 

①人件費等の削減、②旅費支給基準の見直し、③経

常経費の削減 

①補助金・交付金等の見直し、②扶助費の見直し、

③事務事業の見直し、④投資的経費の抑制、⑤特別

会計への繰出金の抑制 

①外部委託の推進、②外郭団体の対する市の関与の

あり方の見直し 

①使用料・手数料等の適正化、②減免基準の見直し、

③無料サービスの見直し 

①新規施設整備の適正化、②既存施設の有効活用、

③施設管理・運営の効率化 
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   市民ニーズを的確に反映し、質の高い行政サービスを提供するため、

効率的な執行体制の確立を進めます。また、職員の資質を向上させる

とともに、職員の能力が十分発揮される職場環境を作ります。さらに、

市が担う行政サービスについても、民間の経営手法を導入し、行政の

果たすべき役割を見直します。 
 
 
 
 
 

１ 基本方針 

  厳しい財政状況の中で、新たな行政課題や社会経済情勢の変化に対

応していくために、公営企業を含むすべての事務事業にわたり、民間

企業の優れた経営手法を行政に取り入れて、計画策定（Plan）→実施

（Do）→検証（Check）→見直し（Action）のいわゆるＰＤＣＡサイ

クルに基づいて、継続的な改善に取り組みます。 

また、成果重視の観点から、市民の満足度を高めるため、地域資源

を最大に活用して、質の高い行政サービスを最少の経費（コスト）で

効率的・効果的に提供します。 

３ 取り組むべき主要事項 
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２ 改革の体系 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

３ 改革の方策 
（１） 事務事業の改善等 

事務事業の必要性、費用対効果等の観点から検証・評価を行い、必

要な事務事業については、市民満足の観点から行政サービスの質的向

上（迅速化、効率化など）を図ります。 
 
（２） 情報化の推進 

庁内
注４

ＬＡＮの活用をさらに進め、情報の共有化や事務処理の効率 
化・迅速化を進めるとともに、情報

注５

セキュリティの確保にも十分留意 
しながら、インターネットを活用した行政サービスを提供する等、電

子自治体の実現に向け取り組みます。 
 

（３） 開かれた市政の推進  

市民に開かれた市政を推進するため、行政活動についての情報を積

極的に公開し、行政運営のチェック機能の強化や一層の公正の確保・

透明性の向上を図ります。 

注４）庁内ＬＡＮ 

出先機関を含めた市役所内のコンピュータやプリンター、サーバなどを通信回線により

結び、情報の流通、情報交換等を可能にするネットワークシステム。 
注５）情報セキュリティ 

保有する情報を安全で信頼できるものにするため、コンピュータウィルスの進入や不正

アクセスを防ぎ、情報の漏洩や改ざん、破壊、不適切な取り扱いなどを防止するための

方策。
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また、市民の市政への参画を促すため、行政情報を市民にわかりや

すく提供し、情報の共有化を図ります。 
 

（４） 協働のルールづくり 

市民ニーズが、複雑化、多様化している中で、多くの市民が、行政

サービスの分野の課題を自発的・自主的に解決していこうとする社会

貢献活動に参加しています。これらの市民と行政が協働するための基

本的なルールづくりを進めます。 
 
（５） 広域行政 

道州
注６

制の導入等を視野に入れて、近隣地方公共団体の合併状況に対 

応した広域連携のあり方について調査・研究します。 

 
（６） 公営企業の健全経営の確保 

経営の健全性を長期にわたって安定的に確保するため、水道料金体

系の見直しや各種業務のシステム化、施設の適切な運営管理など、経

営基盤の強化に取り組みます。 
 
 

 
 

１ 基本方針 
地方分権の進展など社会経済情勢の著しい変化により発生する新

たな行政課題や、複雑多様化している市民ニーズに対応するためには、

常に組織機構の見直しを行い、時代に即応したものに編成していかな

ければなりません。 

そこで、行財政環境が極めて厳しい中においてスク
注７

ラップ・アン 

ド・ビルドを原則に、組織のスリム化を徹底し、常に市民の立場に立

って事務事業を円滑に遂行できる、簡素で効率的かつ活力ある組織体

制を構築することを基本に見直しを行います。 

 

 

注６）道州制 

現在の都道府県を廃止し、より自主性、自立性の高い広域自治体として道又は州を設置

する。これにより、国の役割を重点化、多くの権限を地方に移譲する。 
注７）スクラップ・アンド・ビルド 

組織の新設（ビルド）にあたっては、同等の組織の廃止（スクラップ）を条件とし、純

増を認めないという、等価交換による組織管理（膨張抑制）の手法。 
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２ 改革の体系 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 改革の方策 
（１） 組織・機構の簡素・効率化 

 厳しい行財政環境を背景に、引き続き、スリム化を基本に組織・機

構の見直しを行います。 
 
（２） 新たな行政課題に即応できる組織・機構 

地方分権の進展など社会経済情勢の著しい変化により発生する新

たな行政課題に迅速・的確に対応します。 
 
（３） 審議会等の合理化と委員の選任基準 

審議会等については、本市の実情に即した統廃合を進めるとともに、

各種委員の選任に当たっては、選任基準に基づき広く市民各層からの

登用を図り、併せて女性委員の登用の拡大に努めます。 

 

 

 

 

１ 基本方針 
 職務への意欲を持ち、その能力を高め、積極的に職務に取り組んで

いくことができる職員を育成します。また、職員の適性や希望を考慮

した人事管理や、適材適所での活用を推進することによって、活気に

満ちた職場風土を作り、市民サービスの向上を図ります。 
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２ 改革の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改革の方策 
（１） 職員採用の多角的な検討 

職員の採用については、学歴区分の撤廃や、すべての受験申込者へ

の面接の実施など、引き続き人間性重視の姿勢を継承するとともに、

採用方法について多角的に検討し、必要に応じて変更を行い、有資格

者などの優秀な人材を確保します。 
 

（２） 人事制度の見直し 

  昇任試験制度、希望降任制度などの新たな人事制度の導入や、本人

の適性や希望をより考慮した人事管理を行うことによって、職員一人

ひとりのやる気と能力を最大限に引き出し、職場の活性化を図ります。 
 

（３） 勤務評定制度の継続的な見直し 

  人事制度の土台である勤務評定制度について、絶えず見直しを行う

ことによって、公平性、客観性、透明性、納得性の向上を目指します。 

 

（４） 職員研修制度の抜本的な見直し 

  評価・昇任・ジョ
注８

ブローテーションなどの人事制度と密接にリンク 

させることによって、より効果的な職員研修制度を構築します。また、

地方分権の進展、業務の高度複雑化などの状況に適切に対応すること

注８）ジョブローテーション 

必要な人材を育成するために、計画的・定期的にさまざまな職場を経験させることによ

って、職員の能力開発を行うとともに、その適性を把握しようとする制度。 
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ができる職員を育成します。 

 

（５） 職員の健康管理 

  職員の健康管理施策を充実することによって、職員の能力が十分に

発揮できる環境を整え、市民サービス・公務能率の向上に努めます。 

 

 
 

 

１ 基本方針 
外郭
注９

団体等については、指定
注１０

管理者制度の創設等、社会経済情勢の 

変化等を踏まえ、より効果的な事業展開と一層のサービスの向上が求

められています。 

そこで、今後とも外郭団体が効果的・効率的な運営体制を確立する

ことができるよう、経営改善に取り組むための支援をするとともに、

外郭団体の組織や事務事業等の見直しを指導します。 

 

２ 改革の体系 
  

 
 

 
 

 
 

３ 改革の方策 
（１） 外郭団体の経営改善 

役職員数及び賃金の見直しや組織機構のスリム化等を行い、事業収

入の確保等による経営基盤の強化を通して、団体の経営改善に向けて

効率的な運営を徹底するよう指導、支援します。 

注９）外郭団体 

本市が一定額以上の出資又は出捐をする団体、若しくは市の補完的役割を担うものとし

て、市が恒常的に人的・財政的な援助を行っている団体。 
注１０）指定管理者制度 

地方公共団体が設置する「公の施設」の管理運営について、従来、公共的団体等に限ら

れていたが、平成 15 年 9 月の地方自治法の改正により、民間事業者も含めた幅広い団体

に委ねることができるようになった。 
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 今後の三位一体改革など、財政環境の変化に対応して収支の均衡を保

持するとともに、持続可能な財政基盤の構築を目指して、中期的な視点

に立った財政健全化を進めます。 

 

 

 

 

１ 基本方針 
基幹収入である市税収入の伸びが期待できない中、将来にわたって

安定した市民サービスを提供するため、歳入の確保を図り、財政基盤

の充実強化を目指します。 

 

２ 改革の体系 
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３ 改革の方策 
（１） 市税等の徴収率の向上 

徴収率の低下は、市民の負担の公平や自主財源の確保の見地から

も早急に対応すべき課題であり、今後も滞納繰越額の状況の把握、

分析や口座振替制度の促進などを通して、徴収率の向上を目指しま

す。 

  

（２） 未利用地の処分等 
行政目的として具体的な利用計画のない市有地については、積極

的に売却等を推進し、財源の確保を図ります。 

  

（３） 企業誘致と開発の促進 

企業誘致による雇用の確保や土地区画整理事業による市街地の活

性化や宅地の有効活用、開発基準等の見直しによる宅地化などを通

して、人口の増加や産業の活性化、活力あるまちづくりを図り、市

税等の増収に繋げます。 

 

（４） 市債発行の抑制と市債残高の削減 

市債の発行に当たっては、地方
注１１

交付税措置のある優良な市債の活 

用に努めるとともに、借入限度額を当該年度の元金償還額以内とし、

普通建設事業を抑制することにより市債残高の削減に努めます。 

 

（５） 各種基金の有効活用 

各種基金のあり方について、基金の設置趣旨、効果等も考慮し、

運用方法や基金規模等の見直しを図ります。 

 

 

 

 

１ 基本方針 
定員適正化計画による職員数の削減や給与水準等をはじめ、事務執

行に係る経費の削減など市役所内部の管理経費の削減について、今後

さらに厳しく歳出の削減を図ります。 

注１１）地方交付税措置 

地方公共団体が国の基準に合った公共事業を行う場合に借りる市債に対し、その元利償

還金の一部が国から交付されるもの。 
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２ 改革の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改革の方策 
（１） 人件費等の削減 

事務事業の見直しや民間委託の推進等により、職員数の削減に努め

るとともに、職位と給与体系の関係を見直す等により、給与水準の引

下げを検討し、勤務実績をより的確に給与に反映させる仕組みも充実

させます。合わせて、各種特別職の報酬等も見直します。 
 

（２） 旅費支給基準の見直し 

 職員等が出張する際に必要となる鉄道賃や日当などの旅行経費につ

いて、社会経済情勢の変化等を踏まえ、その必要性や支給内容を見直

します。また、今まで以上に通信による連絡手段などを活用し、出張

自体の縮減に努めます。 

 

（３） 経常経費の削減 

経常経費については、「経費節約２０のチェックリスト」の活用など

を通し、今後も引き続き事務費や施設の維持管理経費等の削減に努め

ます。 
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１ 基本方針 
 職員、財産、予算を効率的に活用して、最大の効果を発揮できるよ

う、義務
注１２

的経費を含め事務事業の見直しを行い、成果目標の達成に向 

け、優先性や効率性など質の向上を図りながら、市税をはじめとする

市民の貴重な財源を有効に配分します。 

 

２ 改革の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１２）義務的経費 

地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務付けられ任意に節減できない極めて硬直性

の強い経費。人件費、扶助費、公債費の 3 つの費目をいう。 
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３ 改革の方策 
（１） 補助金・交付金等の見直し 

補助金・交付金については、これまでも運営費補助については３

年を周期とした見直しを、また、事業費補助については予算編成時

に見直しを行ってきましたが、今後は、公益性、適格性、効果性な

どの観点から、客観的な判断をするための「補助金見直し基準」を

定め、見直しを行います。 

 

（２） 扶助
注１３

費の見直し 

国の社会保障に対する利用者負担の考え方は、「受益者負担」へ

転換されてきている中で、真に行政の責任で福祉サービスを必要と

する者に対し、持続的にサービスを提供していくため、これまで比

較的見直しの対象とされていなかった福祉サービスについても見直

しを図ります。 

 

（３） 事務事業の見直し 

財政健全化を図るには、より精度の高い事業選択と重点的な財源

の配分が必要となります。そこで、今後も事務事業の評価を行い、

必要性などを検証しながら、事務事業の縮小又は廃止のほか、事務

事業の選択とメリハリのある配分を行います。 
 

（４） 投資的経費の抑制 

 投資的経費については、これに伴う市債の発行が、後年度の財政

硬直化を招く要因となることから、市民生活に密着する事業に配慮

しつつ、なお一層の抑制に努めます。 
  また、引き続き公共工事のコスト縮減に取り組みます。 

 

（５） 特別会計への繰出金の抑制 

高齢化の進展に伴う医療費や介護サービスに係る経費の増加、ま

た、公共下水道事業を積極的に実施したことによる公債
注１４

費の増加に 

より、今後の特別会計への繰出
注１５

金は高い水準で推移することが予想 

されます。 

そこで、特別会計においては、独立採算の原則を念頭に、支出の

抑制と積極的な歳入の確保に努め、財政の健全化を図ります。 

注１３）扶助費 

生活保護法、児童福祉法、老人福祉法等に基づき支給する費用及び地方公共団体が実施

している各種助成や給付に係る費用。 
注１４）公債費 

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金の利子。 
注１５）繰出金 

一般会計と特別会計相互間において支出される経費。 
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１ 基本方針 
行政が担う業務と民間が行う業務を峻別し、官と民の役割を明確化

するとともに、民間の優れた経営感覚を導入して効率的で健全な財政

の確立を目指します。 

 

２ 改革の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改革の方策 

（１） 外部委託の推進 

外部委託しても、公共性・行政責任が確保できるもののうち、「経費

の節減を図れるもの」、「サービスの向上を図れるもの」、「専門性を有

するもの」などについて、計画的に委託を推進し、業務の効率的な執

行を図ります。 
 

（２） 外郭団体に対する市の関与のあり方の見直し 

外郭団体は、プロ
注１７

パー職員の年齢の上昇に伴う人件費等の増加が、 

将来の財政負担となる中、「指定管理者制度」の導入に伴い、自立的な

経営基盤の確立と質の高い公共サービスの改善が迫られています。 

注１６）民間活力 

民間事業者が持つ経営能力や資金など。 

注１７）プロパー職員 

団体の固有の正規職員として雇用されている者。 

注１６ 
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そこで、外郭団体の経営に関して、市の基本的な関与の考え方を明

確にし、市として適切な支援等の実行及び外郭団体の自主自立を促し

ます。 
 
 

 

 

１ 基本方針 

市民サービスの提供に当たっては、特定のサービスを利用する人と

しない人との公平性を確保するため、地域社会全体で負担すべきもの

を除いては、「受益者負担の原則」に基づいたサービスの提供とし、受

益者に対しては適正な負担を求めるよう取り組みます。 

 

２ 改革の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 改革の方策 

（１） 使用料・手数料等の適正化 

適正な受益者負担を求める観点から、すべての使用料・手数料等を

見直します。 
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（２） 減免基準の見直し 

公共施設の使用料について、特に、一部の運動施設や文化施設にお

ける減免が多い状況にあることから、受益者負担の原則に沿って見直

しを行います。 

 

（３） 無料サービスの見直し 

負担の公平の見地から、サービスを利用していない市民に負担を課

さないため、これまで無料としているサービスのうち、特定の市民を

対象としたサービスについて、有料化に向けた見直しを行います。 

 

 

 

 

１ 基本方針 

公共施設の整備に当たっては、施設の役割・機能及び維持管理等を

考慮した施設整備を図るとともに、老朽化や利用度の低い既存の公共

施設については、統廃合なども視野に入れた有効活用を図ります。 

２ 改革の体系 
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３ 改革の方策 

（１） 新規施設整備の適正化 
施設整備に当たっては、広域的な観点や官民の役割分担を明確に

しながら、真に必要な施設を選択し、規模、設備、維持管理や運営

など総合的に判断した整備を図ります。 

また、民間の資金やノウ
注１８

ハウを活用した施設整備に取り組みます。 

 

（２） 既存施設の有効活用 
市民ニーズの変化、施設の稼動率などに加えて、官民の役割分担、

市民サービスと行政コストのバランスなども考慮して、老朽化や利

用度の低い既存施設については、統廃合や複合化を視野に入れた有

効活用を図ります。 

 

（３） 施設管理・運営の効率化 

施設の維持管理については、計画的な修繕や適切な保守点検を行

うとともに、運営については、指定管理者制度の導入を契機として、

市民サービスの質の向上や行政経費の縮減に配慮した効率的かつ効

果的な運用に努めます。 

また、民営化について検討するとともに、ボランティアやＮＰＯ

法人等と協働した施設運用に努めます。 

 

 

注１８）ノウハウ 

ある専門的な技術やその蓄積のこと。技術競争の有力な手段となり得る情報・経験。 




